
仕  様  書 
 

１．本仕様書は、山本町新堤ため池ほか１４か所除草業務（８－１）に適用するものである。 

 

２．施行箇所は、別添図面のとおりとする。 

 

３．業務着手時には現場責任者選任届をすみやかに提出すること。 

 

４．除草は、繁茂している雑草を草刈機、その他の機具を用いて根元より短くきれいに刈り

取るものとする。 

 

５．道路附属物や樹木等に絡みついた草についても、丁寧に取り除くこと。 

 

６．除草後は、刈り取った草をすみやかに搬出処理すること。また、道路側溝内等に落とし

た短い草も忘れず搬出処理すること。 

 

７．除草作業中、除草区域内及びその付近にゴミ類（カン、ビン、ペットボトル等）があっ

た場合は、適切に処分すること。 

 

８．作業にあたっては、第三者に迷惑のかからないよう、また一般交通に支障を及ぼさない

よう十分配慮すること。 

 

９．除草作業時には、既存の道路附属物等を破損させることのないよう注意すること。また

万が一破損させた場合は、責任をもって補修等を行うこと。 

 

１０．除草完了後は、委託業務実施報告書及び施行写真・竣工図（面積計算図）・伝票・数量

集計表を提出すること。 

 

１１．刈り取った草の処分については、原則として広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。 

 

１２．本仕様書に定めていない事項については、本市と協議のうえ決定すること。 

 

１３．現地作業は、７月中を目途に完了すること。なお、防災重点ため池を優先し契約後速や

かに行うこと。 

 

１４．新堤、宝谷、寺山、中池、下池、迫堤、椎原ため池の除草作業時には、交通誘導員を１

日当たり１名配置すること。 

 

１５．作業時期については、本市担当職員と協議のうえ決定すること。 

 



8.荒谷ため池
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3.荒巻ため池
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14.大上ため池

5.中池ため池



Ａ　＝ 380 ㎡ Ａ　＝ 90 ㎡
Ｓ＝1：2500
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　・・・ 除　草
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縮尺

１３．小松ため池
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山本町新堤ため池ほか１4か所除草業務（８－１）
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